
様式第１号（第１条関係）旅館業営業許可申請書 

【記入例】 

旅 館 業 営 業 許 可 申 請 書              

年  月  日  

 

 愛媛県知事     様 

 住所（法人にあつては、事 〒123-4567 

務所所在地）   今治市旭町10丁目20-300 

申請者                        

氏名
ふりがな

（法人にあつては、そ 株式会社今治 

           の名称及び代表者の氏名）代表取締役 今治 朝日 

年  月  日生  

電話番号 1234-56-7890 

営業施設 

名 称
ふ り が な

 今治
いまばり

宿泊所
しゅくはくしょ

 

所 在 地 

〒234-5678 

今治市旭町20丁目30-400 

 電話番号 2345-67-8901 

 電子メールアドレス ima@bari.com 

営 業 の 種 別 旅館・ホテル営業 ・ 簡易宿所営業 ・ 下宿営業 

営業施設が旅館業法施行規則（昭和23年厚生省令第28

号）第５条第１項該当の有無 
有  ・  無 

営 業 施 設 の 構 造 設 備 の 概 要 別紙のとおり        

旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第２項各号

該当の有無 
有  ・  無 

浴場の衛生 

管理責任者 

住 所 

〒345-6789 

今治市旭町30丁目40-500 マンション今治123号 

電話番号 3456-78-9012 

氏 名 今治 夕日 

愛 媛 県 収 入 証 紙 貼 付 欄 



 注１ 用紙寸法は、日本産業規格Ａ４とすること。 

  ２ 法人にあつては、生年月日欄の記入は要しないこと。 

  ３ 次に掲げる書類を添付すること。 

   (１) 営業施設が旅館業法施行規則第５条第１項に該当する場合にあつては、その

内容を具体的に記載した書類 

   (２) 営業施設の構造設備の概要を記載した書類及び図面 

   (３) 旅館業法第３条第２項各号に該当する場合にあつてはその内容を具体的に記

載した書類、該当しない場合にあつては疎明書 

   (４) 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

   (５) 営業施設付近150メートル以内の見取図 

   (６) 水道法（昭和32年法律第177号）第３条第９項に規定する給水装置により供

給される水以外の湯水を浴用に供する場合にあつては、当該湯水が旅館業法施行

細則（昭和３２年愛媛県規則第50号）第10条第１項第１号の原水に係る水質基準

に適合していることを証する書類 


